岡山市　　　　　　　版

（標準様式３付紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例第３条の規定等に該当しない旨の誓約書
　　　　年　　月　　日　
　　岡　山　市　長　　様
申請者  所在地
名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者である法人の役員及び当該申請に係る事業所を管理する者が岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８１号）第３条第２項及び岡山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８２号）第３条第２項（以下「条例」という。）に定める暴力団員でないことを誓約します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
	（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第３条の規定）
第３条　法第３６条第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所（病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。以下同じ。）又は診療所（同条第２項に規定する診療所をいう。以下同じ。）により行われるものに限る。）に係る指定の申請については、この限りでない。

２　前項に定める者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は、岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。
（岡山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第３条の規定）

第３条　法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号で定める者は、法人とする。

２　前項に定める者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る施設を管理する者は、岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。


